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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成26年10月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集

110,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成26年11月５日開催の取締役会において決定し、並びにブック

ビルディング方式による売出し206,000株（引受人の買取引受による売出し166,000株・オーバーアロットメントによる

売出し40,000株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を、また、「第

一部　証券情報　第３　その他の記載事項」、「第二部　企業情報　第１　企業の概況　４　関係会社の状況」、「第

二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状況」、「第四部　株式公開情報　

第２　第三者割当等の概況　１　第三者割当等による株式等の発行の内容」の記載内容の一部を訂正するため、また、

有価証券届出書に添付しております「独立監査人の監査報告書」及び「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載内

容の一部に原本と異なる記載がありましたので、これを訂正するため、あわせて、第14期連結会計年度（平成25年10月

１日から平成26年９月30日まで）の業績の概要を「第二部　企業情報　第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(2）

その他」に記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

　

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　募集の方法

３　募集の条件

(2）ブックビルディング方式

４　株式の引受け

５　新規発行による手取金の使途

(1）新規発行による手取金の額

(2）手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）

３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

募集又は売出しに関する特別記載事項

２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

４　当社指定販売先への売付け（親引け）について

第３　その他の記載事項

第二部　企業情報

第１　企業の概況

４　関係会社の状況

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(2）その他

第四部　株式公開情報

第２　第三者割当等の概況

１　第三者割当等による株式等の発行の内容　

平成23年10月１日から平成24年９月30日までの連結会計年度に係る独立監査人の監査報告書

平成24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度に係る独立監査人の監査報告書

平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間

に係る独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年10月１日から平成25年９月30日までの第13期事業年度に係る独立監査人の監査報告書

　

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

　（ただし、「第二部　企業情報　第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(2）その他」については＿＿＿罫を省略

しております。）

　

　なお、訂正後の監査報告書は別途添付しております。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　　（訂正前）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 110,000（注）２．

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であります。単元株式数は100株で

あります。

　（注）１．平成26年10月22日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、平成26年11月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．上記とは別に、平成26年10月22日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社

普通株式40,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

　

　　（訂正後）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 110,000

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であります。単元株式数は100株で

あります。

　（注）１．平成26年10月22日開催の取締役会決議によっております。

２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３．上記とは別に、平成26年10月22日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社

普通株式40,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

（注）２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２【募集の方法】

　　（訂正前）

　平成26年11月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成26年11月５日

開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価

額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人

に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない

募集
－ － －

ブックビルディング方式 110,000 215,050,000 116,380,000

計（総発行株式） 110,000 215,050,000 116,380,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、

平成26年11月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,300円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額

（見込額）は253,000,000円となります。

６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状

況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア

ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参

照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出

しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

　平成26年11月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成26年11月５日

開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,785円）以上の価額となります。引受人は払込期日まで

に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社

は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない

募集
－ － －

ブックビルディング方式 110,000 196,350,000 113,850,000

計（総発行株式） 110,000 196,350,000 113,850,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、

平成26年11月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見

込額）は247,500,000円となります。

６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状

況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア

ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参

照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出

しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

　　（訂正前）

発行価
格
（円）

引受価
額
（円）

払込金
額
（円）

資本組
入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込証
拠金
（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．

未定

(注)２．

未定

(注)３．
100

自　平成26年11月18日(火)

至　平成26年11月21日(金)

未定

(注)４．
平成26年11月26日(水)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、平成26年11月５日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス

ク等を総合的に勘案した上で、平成26年11月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成26年11月５日開催予定の取締役会において決定される予定で

あります。また、「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成26年

11月14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人

の手取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成26年10月22日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成26年11月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第

14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成26年11月27日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成26年11月７日から平成26年11月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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　　（訂正後）

発行価
格
（円）

引受価
額
（円）

払込金
額
（円）

資本組
入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込証
拠金
（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．
1,785

未定

(注)３．
100

自　平成26年11月18日(火)

至　平成26年11月21日(金)

未定

(注)４．
平成26年11月26日(水)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、2,100円以上2,400円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価

格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成26年11月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比

較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の

新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して

決定いたしました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,785円）及び平成26年11月

14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手

取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成26年10月22日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成26年11月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第

14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成26年11月27日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成26年11月７日から平成26年11月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額（1,785円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４【株式の引受け】

　　（訂正前）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

エイチ・エス証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

株式会社SBI証券

岩井コスモ証券株式会社　

岡三証券株式会社

東海東京証券株式会社　

東洋証券株式会社

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

東京都港区六本木一丁目６番１号

大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

未定

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、平成26年11月26日

までに払込取扱場所へ引

受価額と同額を払込むこ

とといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。ただし、発行価格

と引受価額との差額の総

額は引受人の手取金とな

ります。

計 － 110,000 －

　（注）１．平成26年11月５日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。

２．上記引受人と発行価格決定日（平成26年11月14日）に元引受契約を締結する予定であります。

３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。

　

　　（訂正後）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

エイチ・エス証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

株式会社SBI証券

岩井コスモ証券株式会社　

岡三証券株式会社

東海東京証券株式会社　

東洋証券株式会社

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

東京都港区六本木一丁目６番１号

大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

55,100

16,500

16,500

8,200

5,500

5,500

2,700

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、平成26年11月26日

までに払込取扱場所へ引

受価額と同額を払込むこ

とといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。ただし、発行価格

と引受価額との差額の総

額は引受人の手取金とな

ります。

計 － 110,000 －

　（注）１．上記引受人と発行価格決定日（平成26年11月14日）に元引受契約を締結する予定であります。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。

（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　　（訂正前）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

232,760,000 5,000,000 227,760,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（2,300円）を基礎として算出した見込額であ

ります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

　

　　（訂正後）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

227,700,000 5,000,000 222,700,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）を基礎として算出した見込額でありま

す。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

　

（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

　上記の手取概算額227,760千円については、「１　新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手

取概算額84,640千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）

の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針です。

　具体的には以下の投資に充当する予定であります。

①ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）の改良・アップデート対応のための研究開発費と

して215,000千円（平成27年9月期：100,000千円、平成28年9月期：115,000千円）、②新規人材の採用（新卒

採用及び中途採用）として81,000千円（平成27年9月期：27,000千円、平成28年9月期：54,000千円）、③当社

の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円（平成27年9月期：

21,000千円、平成28年9月期:25,000千円）。

　　なお、ミドルウェアの詳細については、「第二部　企業情報　３　事業の内容」をご参照下さい。

　

　　（訂正後）

　上記の手取概算額222,700千円については、「１　新規発行株式」の（注）３に記載の第三者割当増資の手

取概算額82,800千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）

の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針です。

　具体的には以下の投資に充当する予定であります。

①ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE）の改良・アップデート対応のための研究開発費と

して215,000千円（平成27年9月期：100,000千円、平成28年9月期：115,000千円）、②新規人材の採用（新卒

採用及び中途採用）として81,000千円（平成27年9月期：27,000千円、平成28年9月期：54,000千円）、③当社

の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円（平成27年9月期：

21,000千円、平成28年9月期:25,000千円）。

　　なお、ミドルウェアの詳細については、「第二部　企業情報　３　事業の内容」をご参照下さい。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　　（訂正前）

　平成26年11月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価

格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株

式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は

引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
166,000 381,800,000

東京都大田区羽田一丁目２番12号

株式会社セガ　　　　　　　　100,000株

東京都港区愛宕二丁目５番１号

CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事

業組合　　　　　　　　　　 　50,000株

神奈川県横浜市金沢区

鈴木久司　　　　　　　　　　 16,000株

計(総売出株式) － 166,000 381,800,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,300円）で算出した見込額でありま

す。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同

一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる

売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

　平成26年11月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価

格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株

式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は

引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
166,000 373,500,000

東京都大田区羽田一丁目２番12号

株式会社セガ　　　　　　　　100,000株

東京都港区愛宕二丁目５番１号

CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事

業組合　　　　　　　　　　 　50,000株

神奈川県横浜市金沢区

鈴木久司　　　　　　　　　　 16,000株

計(総売出株式) － 166,000 373,500,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３．売出価額の総額は、仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同

一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる

売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

　　（訂正前）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
40,000 92,000,000

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

エイチ・エス証券株式会社　　　40,000株

計(総売出株式) － 40,000 92,000,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

況を勘案し、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによ

る売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合

があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、エ

イチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者割当増資の決議を行っております。

また、エイチ・エス証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る

売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合が

あります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。 

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,300円）で算出した見込額でありま

す。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同

一であります。
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　　（訂正後）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
40,000 90,000,000

東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

エイチ・エス証券株式会社　　　40,000株

計(総売出株式) － 40,000 90,000,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

況を勘案し、エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによ

る売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合

があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、エ

イチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者割当増資の決議を行っております。

また、エイチ・エス証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る

売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合が

あります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。 

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件（2,100円～2,400円）の平均価格（2,250円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同

一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　　（訂正前）

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である鈴木久司（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者

割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上

の募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式　40,000株

(2) 募集株式の払込金額 未定　（注）１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に

基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。　（注）２.

(4) 払込期日 平成26年12月９日（火）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、平成26年11月５日開催予定の取締役会において決定される

予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であ

ります。

２．割当価格は、平成26年11月14日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と

同一とする予定であります。

（以下省略）

　

　　（訂正後）

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である鈴木久司（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し

て、当社は、平成26年10月22日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式40,000株の第三者

割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上

の募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式　40,000株

(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,785円

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に

基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１

円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減

じた額とする。　（注）

(4) 払込期日 平成26年12月９日（火）

　（注）　割当価格は、平成26年11月14日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同

一とする予定であります。

（注）１．の全文及び２．の番号削除

（以下省略）
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　４．当社指定販売先への売付け（親引け）について
　　（訂正前）

　当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受

け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、

公募による募集株式及び売出株式のうち27,600株を上限として売付けることを引受人に要請する予定であります。

　なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基

づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社

は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

　

　　（訂正後）

　当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受

け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、

公募による募集株式及び売出株式のうち19,300株を上限として売付けることを引受人に要請しております。

　当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下のと

おりであります。

(1）親引け予定先の概要

①　名称 ＣＲＩ・ミドルウェア従業員持株会

②　本店所在地 東京都渋谷区渋谷1-7-7

③　代表者の役職・氏名 理事長　　平崎　泰司

④　当社との関係

資本関係 親引け予定先が保有している当社の株式の数：258,600株

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

　

(2）親引け予定先の選定理由

　当社の従業員の福利厚生のためであります。

　

(3）親引けしようとする株券等の数

　19,300株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて平成26年11月14日に決定する予定であります。

　

(4）親引け先の株券等の保有方針

　長期保有の見込みであります。

　

(5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

　当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

　

(6）親引け予定先の実態

　当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

　

(7）親引けに係る株券等の譲渡制限

　日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ

き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象と

して、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（平成27年５月25日）までの期間（以下、「本確約期間」

という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付けます。本確約期間終了後には売却等が可能となり

ますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本

確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

　

(8）発行条件に関する事項

　発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすること

から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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(9）親引け後の大株主の状況

①　現在の大株主の状況

株式会社セガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360,000株

ＣＲＩ・ミドルウエア従業員持株会　　　　　　　　　258,600株

鈴木　久司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216,000株

押見　正雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159,400株（28,000株）

CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合　　　120,000株

古川　憲司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96,000株（12,000株）

松下　操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,000株（10,000株）

鈴木　泰山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,200株（10,000株）

田中　克己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000株（10,000株）

青山　幸雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000株

　

②　公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

ＣＲＩ・ミドルウエア従業員持株会　　　　　　　　　277,900株

株式会社セガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,000株

鈴木　久司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000株

押見　正雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159,400株（28,000株）

古川　憲司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96,000株（12,000株）

CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合　　　 70,000株

松下　操　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,000株（10,000株）

鈴木　泰山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,200株（10,000株）

田中　克己　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000株（10,000株）

青山　幸雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000株

（注）１．オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分（最大

40,000株）は考慮しておりません。

２．親引け予定株式数は上限である19,300株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日（平成

26年11月14日）において変更される可能性があります。

３．（　）内は、大株主が所有する新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。

　

(10）株式併合等の予定の有無及び内容

　該当事項はありません。

　

(11）その他参考となる事項

　該当事項はありません。

　

第３【その他の記載事項】
　

カラーページの訂正

３　業績等の推移
■　主要な経営指標等の推移

＜欄内の記載の訂正＞

(1）連結経営指標等の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円）」を「潜在株式調整後１株当たり当期

（四半期）純利益金額（円）」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

２．「第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場のため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。また、第10期、第11期、第12

期、第13期及び第14期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり当期（四半期）純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。」を「第９期及び第14期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり当

期（四半期）純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場のため、期中平均株

価が把握できませんので、記載しておりません。また、第10期、第11期、第12期及び第13期の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。」に訂正
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第二部【企業情報】

第１【企業の概況】

４【関係会社の状況】

　　（訂正前）

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の
内容

議決権の所
有［被所
有］割合

(％)

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　

CRI Middleware, Inc.

（注１、３）

カリフォルニア

州、アメリカ合衆

国

千米㌦

500

ミドルウェアの

使用許諾販売・

顧客サポート業

務

100.0

当社ミドルウェアの販売許

諾

役員の兼任…２名

（その他の関係会社） 　 　 　 　 　

株式会社セガ

（注４）　
東京都大田区 60,000

アミューズメン

ト機器事業、ア

ミューズメント

施設事業、コン

シューマ事業

［27.9］
当社ミドルウェアの使用許

諾

　（注）１．CRI Middleware, Inc.は、平成18年２月に100％子会社として設立しております。

２．連結子会社を含めた当社事業の種類別セグメントは単一セグメントであります。

３．特定子会社であります。　

　

　　（訂正後）

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の
内容

議決権の所
有［被所
有］割合

(％)

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　

CRI Middleware, Inc.

（注１、３）

カリフォルニア

州、アメリカ合衆

国

千米㌦

500

ミドルウェアの

使用許諾販売・

顧客サポート業

務

100.0

当社ミドルウェアの販売許

諾

役員の兼任…２名

（その他の関係会社） 　 　 　 　 　

株式会社セガ 東京都大田区 100

アミューズメン

ト機器事業、ア

ミューズメント

施設事業、コン

シューマ事業

［27.9］
当社ミドルウェアの使用許

諾

　（注）１．CRI Middleware, Inc.は、平成18年２月に100％子会社として設立しております。

２．連結子会社を含めた当社事業の種類別セグメントは単一セグメントであります。

３．特定子会社であります。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

　　（訂正前）

（省略）

（注）１．～２．（省略）

３．平成26年７月10日開催の当社臨時取締役会により、平成26年８月６日付で普通株式１株につき200株の株式

分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」は192,234株増加し、193,200株と

なっております。また、「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格」は775円、「資本組入額」は388円となっております。

４．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は当初付与時は966個、193,200株でしたが、付与対象

者の退職による権利喪失に伴い、３個、600株減じております。

　

　　（訂正後）

（省略）

（注）１．～２．（省略）

３．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は当初付与時は966個、966株でしたが、付与対象者の

退職による権利喪失に伴い、３個、３株減じております。

４．平成26年７月10日開催の当社臨時取締役会により、平成26年８月６日付で普通株式１株につき200株の株式

分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」は191,637株増加し、192,600株と

なっております。また、「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格」は775円、「資本組入額」は388円となっております。
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第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（２）【その他】

　　（訂正前）

　該当事項はありません。

　

　　（訂正後）

最近の経営成績及び財政状態の概況

　平成26年11月５日開催の取締役会において承認された第14期連結会計年度（平成25年10月１日から平成26

年９月30日まで）の連結財務諸表は次のとおりであります。

　なお、この連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省

令第28号）に基づいて作成しておりますが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査は未了

であり、監査報告書は受領しておりません。

①【連結財務諸表】

イ【連結貸借対照表】

　 （単位：千円）

　
当連結会計年度

（平成26年９月30日）

資産の部 　

流動資産 　

現金及び預金 819,348

売掛金 261,063

仕掛品 8,058

繰延税金資産 5,677

その他 15,271

貸倒引当金 △1,514

流動資産合計 1,107,905

固定資産 　

有形固定資産 　

建物 11,975

減価償却累計額 △7,302

建物（純額） 4,673

工具、器具及び備品 30,924

減価償却累計額 △28,883

工具、器具及び備品（純額） 2,040

有形固定資産合計 6,714

無形固定資産 　

ソフトウェア 20,634

その他 493

無形固定資産合計 21,128

投資その他の資産 　

投資有価証券 40,000

繰延税金資産 28,439

その他 41,393

投資その他の資産合計 109,832

固定資産合計 137,675

資産合計 1,245,581
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　 （単位：千円）

　
当連結会計年度

（平成26年９月30日）

負債の部 　

流動負債 　

買掛金 8,077

未払法人税等 66,913

その他 107,064

流動負債合計 182,055

固定負債 　

退職給付に係る負債 59,613

役員退職慰労引当金 32,004

固定負債合計 91,618

負債合計 273,673

純資産の部 　

株主資本 　

資本金 33,250

資本剰余金 23,250

利益剰余金 920,770

株主資本合計 977,270

その他の包括利益累計額 　

為替換算調整勘定 △5,363

その他の包括利益累計額合計 △5,363

純資産合計 971,907

負債純資産合計 1,245,581
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ロ【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

　 （単位：千円）

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

売上高 1,145,245

売上原価 432,925

売上総利益 712,320

販売費及び一般管理費 ※1, ※2　496,661

営業利益 215,659

営業外収益 　

受取利息 37

受取配当金 1,317

為替差益 5,723

消耗品売却代 1,595

その他 444

営業外収益合計 9,118

営業外費用 　

株式公開費用 2,000

固定資産除却損 468

その他 263

営業外費用合計 2,731

経常利益 222,046

税金等調整前当期純利益 222,046

法人税、住民税及び事業税 85,482

法人税等調整額 △5,088

法人税等合計 80,394

少数株主損益調整前当期純利益 141,652

当期純利益 141,652
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【連結包括利益計算書】

　 （単位：千円）

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

少数株主損益調整前当期純利益 141,652

その他の包括利益 　

為替換算調整勘定 6,465

その他の包括利益合計 ※　6,465

包括利益 148,117

（内訳） 　

親会社株主に係る包括利益 148,117

少数株主に係る包括利益 －
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ハ【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

（単位：千円）

　

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

為替換算調
整勘定

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 33,250 23,250 779,118 835,618 △11,828 △11,828 823,790

当期変動額                             

当期純利益         141,652 141,652         141,652

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

                6,465 6,465 6,465

当期変動額合計 － － 141,652 141,652 6,465 6,465 148,117

当期末残高 33,250 23,250 920,770 977,270 △5,363 △5,363 971,907
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ニ【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 （単位：千円）

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 　

税金等調整前当期純利益 222,046

減価償却費 11,418

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,810

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,563

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,934

受取利息及び受取配当金 △1,354

為替差損益（△は益） △6,500

固定資産除却損 468

株式公開費用 2,000

売上債権の増減額（△は増加） 21,178

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,570

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,048

仕入債務の増減額（△は減少） △656

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,393

未払費用の増減額（△は減少） 15,823

その他の流動負債の増減額（△は減少） △63

その他 1,963

小計 272,915

利息及び配当金の受取額 1,354

法人税等の支払額 △57,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 216,942
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　 （単位：千円）

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー 　

定期預金の預入による支出 △200,000

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △800

無形固定資産の取得による支出 △12,497

その他 181

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,116

財務活動によるキャッシュ・フロー 　

株式公開費用の支出 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 213,977

現金及び現金同等物の期首残高 505,371

現金及び現金同等物の期末残高 ※　719,348
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　１社

主要な連結子会社の名称

CRI Middleware, Inc.

　

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

　

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

　

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

②　たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　当社は定率法、在外子会社は定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物……………………10年～15年

工具、器具及び備品…３年～10年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、市場販売目的のソフトウェアについては販売可能期間（３年）、自社利用のソフトウェアに

ついては社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法を採用しております。

　

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退任慰労金内規に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。

　

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年度末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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(5）重要な収益及び費用の計上基準

受託開発のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準

①　当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる契約

　工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

②　その他の契約

　工事完成基準を適用しております。

　

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

　

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

　

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において表示していた「退職給付引当金」は「退職給付に関する会計基準」（企業会計基

準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適

用指針（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）の適用に

伴い、当連結会計年度より、「退職給付に係る負債」として表示しております。

　

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めておりました「固定資産除却損」は、金額的重

要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

　

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「出資金の

分配による収入」は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

　

（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

給与手当 131,976千円

賞与 50,043

役員退職慰労引当金繰入額 6,316

退職給付費用 2,796

貸倒引当金繰入額 △110

研究開発費 73,545

　

※２　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

　 73,545千円
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（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

為替換算調整勘定 　

当期発生額 6,465千円

組替調整額 －

税効果調整前 6,465

税効果額 －

為替換算調整勘定 6,465

その他の包括利益合計 6,465

　

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

　
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 6,447 1,282,953 － 1,289,400

合計 6,447 1,282,953 － 1,289,400

　（注）　平成26年７月10日開催の当社臨時取締役会により、平成26年８月６日付で普通株式１株につき200株の株式

分割を行い、発行済株式総数は1,282,953株増加し、1,289,400株となっております。

　

２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

現金及び預金 819,348千円

預入期間が３か月を超える定期預金 100,000

現金及び現金同等物 719,348
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（金融商品関係）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金確保を最優先としており、一時的な余資は主

に安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。

　

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあた

り生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、非上場株式のため業績の変動リスクに

晒されております。

　営業債務である未払費用等は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日でありますが、一部外貨建の

ものについては、為替の変動リスクに晒されております。

　

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権についてコーポレート本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、

取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行なっております。

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期

保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直

しております。

③　資金調達に係る流動性リスク

　当社は各部署からの報告に基づき、コーポレート本部が適時に入出金見込を管理するとともに、

手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、同様の管

理を行っております。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

　
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 819,348 819,348 －

(2）売掛金 261,063 261,063 －

資産計 1,080,412 1,080,412 －

(1）未払法人税等 66,913 66,913 －

負債計 66,913 66,913 －

　（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。
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負債

(1）未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 （単位：千円）

区分
当連結会計年度

（平成26年９月30日）

非上場株式 40,000

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に

は含めておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 819,318 － － －

売掛金 261,063 － － －

合計 1,080,382 － － －

　

（有価証券関係）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

その他有価証券

　非上場株式（連結貸借対照表計上額40,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから記載しておりません。
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（退職給付関係）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職給付制度として、退職金規程に基づく確定給付型の退職一時金制度を採用しておりま

す。

　当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しており

ます。

　

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

　 退職給付に係る負債の期首残高 52,050千円 　

　 退職給付費用 9,268千円 　

　 退職給付の支払額 △1,704千円 　

　 退職給付に係る負債の期末残高 59,613千円 　

　

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職

給付に係る資産の調整表

　 非積立型制度の退職給付債務 59,613千円 　

　 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 59,613千円 　

　 　 　　

　 退職給付に係る負債 59,613千円 　

　 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 59,613千円 　

　

(3）退職給付費用

　 簡便法で計算した退職給付費用 9,268千円 　
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　 平成25年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　４名、当社従業員　58名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式　193,200株

付与日 平成25年11月14日

権利確定条件

①　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時に

おいても、当社または当社子会社の取締役、監査

役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任

期満了による退任、定年退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りではない。

②　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は

認めない。

③　新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引

所に上場された日および権利行使期間の開始日の

いずれか遅い方の日以後において新株予約権を行

使することができる。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自　平成27年11月１日

至　平成37年10月31日

　（注）　株式数に換算して記載しております。なお、平成26年８月６日付株式分割（１株につき200株の割合）による

分割後の株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成26年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 平成25年ストック・オプション

権利確定前（株） 　

前連結会計年度末 －

付与 193,200

失効 600

権利確定 －

未確定残 192,600

権利確定後（株） －

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

　（注）　平成26年８月６日付の株式分割（１株につき200株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しておりま

す。

　

②　単価情報

　 平成25年ストック・オプション

権利行使価格（円） 775

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な評価単価（円） －

　（注）　平成26年８月６日付の株式分割（１株につき200株の割合）による分割後の価格に換算して記載しておりま

す。

　

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　付与されたストック・オプションの公正評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっ

ております。また、本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、連結財務諸表に基づく簿

価純資産価額方式及び類似会社比準方式の折衷方式により算定しております。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。
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（税効果会計関係）

当連結会計年度（平成26年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　 　
当連結会計年度

（平成26年９月30日）

　
　

　 繰延税金資産 　　 　

　 未払事業税 5,677千円 　 　

　 減価償却超過額 402 　 　

　 資産除去債務 4,937 　 　

　 退職給付に係る負債 22,124 　 　

　 役員退職慰労引当金 11,877 　 　

　 その他 1,017 　 　

　 繰延税金資産小計 46,036 　 　

　 評価性引当額 △11,877 　 　

　 繰延税金資産合計 34,158 　 　

　 繰延税金負債 　 　 　

　 その他 △42 　 　

　 繰延税金負債合計 △42 　 　

　 繰延税金資産の純額 34,116 　 　

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

　 　
当連結会計年度

（平成26年９月30日）

　
　

　 法定実効税率 39.43％ 　 　

　 （調整） 　　 　

　 受取配当金益金不算入額 △0.11 　 　

　 住民税均等割 0.09 　 　

　 評価性引当額の増減 △2.43 　 　

　 税率差異 △1.17 　 　

　 税率変更による期末繰延税金資産の減額修

正
0.31

　 　

　 その他 0.09 　 　

　 税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.21 　 　

　

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成

26年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに

伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月１日に開始する

連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.43％から37.11％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は681千円減少

し、法人税等調整額が同額増加しております。
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（資産除去債務関係）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

(1）当該資産除去債務の概要

　本社事務所及び分室の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。

　

(2）当該資産除去債務の金額を連結貸借対照表に計上していない理由

　資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認

められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法に

よっております。

　なお、当連結会計年度において、敷金のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額の総額に増

減は生じておらず、当連結会計年度末における残高は13,304千円であります。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

　当社グループは、ミドルウェア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

【関連情報】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　 （単位：千円）

　 ゲーム分野 遊技機分野 新規分野 合計

外部顧客への売上高 563,528 440,354 141,363 1,145,245

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

　

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、記載を省略しております。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　 （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

サミー株式会社 179,168 ミドルウェア事業

株式会社セガ 135,400 ミドルウェア事業

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

　該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

その他の

関係会社
㈱セガ

東京都

大田区
100

アミューズメント

機器の開発・製

造・販売、ア

ミューズメント施

設運営、コン

シューマコンテン

ツの開発・販売

（被所有）

直接　27.9

ミドルウェア

の使用許諾

先、受託業務

取引先

ミドルウェア

の使用許諾売

上、受託売上

135,400 売掛金 32,400

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記各社との取引については、一般の取引条件と同様に決定しております。

　

（１株当たり情報）

当連結会計年度（自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日）

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり純資産額 753.76円

１株当たり当期純利益金額 109.85円

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．当社は平成26年７月10日開催の当社臨時取締役会の決議に基づき、平成26年８月６日付で株式１株につき

200株の株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当た

り純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定しております。

３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当連結会計年度

（自　平成25年10月１日
至　平成26年９月30日）

当期純利益金額（千円） 141,652

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益金額（千円） 141,652

期中平均株式数（株） 1,289,400

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成25年ストック・オプション

新株予約権の数　963個

株式数　192,600株

詳細は、（ストック・オプション

等関係）に記載のとおりでありま

す。

　

（重要な後発事象）

　当社株式の平成26年11月27日の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場予定に伴い、平成26年10月22日及

び平成26年11月５日の取締役会により、平成26年11月26日を払込期日として公募による110,000株の新株発行

の決議をしております。

　また、平成26年10月22日及び平成26年11月５日の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社が行うオー

バーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、平成26年12月９日を払込期日として同社を割当先と

する40,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。　
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第四部【株式公開情報】

第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

　　（訂正前）

（省略）

（注）１．～２．（省略）

３．発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー方式により算出された価格であります。

４．～６．（省略）

　

　　（訂正後）

（省略）

（注）１．～２．（省略）

３．発行価格は、連結財務諸表に基づく簿価純資産価額方式及び類似会社比準方式の折衷方式により算出された

価格であります。

４．～６．（省略）

　

次へ
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　　（訂正前）

　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 管　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正後）

　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正前）

　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 管　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正後）

　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正前）

　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 管　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＣＲ

Ｉ・ミドルウェアの平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年１０月１日から平成２６年

６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包

括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２６年６月３０

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券

届出書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正後）

　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＣＲ

Ｉ・ミドルウェアの平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年１０月１日から平成２６年

６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包

括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２６年６月３０

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券

届出書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正前）

　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 管　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの第１３期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　　（訂正後）

　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの第１３期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２３年１０月１日から平成２４年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＣＲ

Ｉ・ミドルウェアの平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年１０月１日から平成２６年

６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包

括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア及び連結子会社の平成２６年６月３０

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券

届出書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア(E30996)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

48/49



　 独立監査人の監査報告書 　

　

　 平成２６年１０月１４日

株式会社　ＣＲＩ・ミドルウェア  

　取　締　役　会　　御　中

　

　 新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 菅　田　裕　之

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 吉　川　高　史

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２４年１０月１日から平成２５年９月３０日までの第１３期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＣＲＩ・ミドルウェアの平成２５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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